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観光振興や産業の活性化に向けて

平泉スマートインターチェンジが開通

■
対
象
児
童 

①
令
和
３
年
９
月
分
の
児
童
手
当
支
給

対
象
と
な
る
児
童

②
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
で
高
校
生

（
平
成
15
年
４
月
２
日
～
平
成
18
年
４

月
１
日
生
ま
れ
）の
児
童

③
令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児

■
支
給
対
象
者

　

対
象
児
童
の
保
護
者
の
う
ち
、
生
計
を
維

持
す
る
程
度
の
高
い
人

※
令
和
２
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得

制
限
限
度
額
以
上
の
人
は
支
給
対
象
外
で

す（
特
例
給
付
受
給
者
な
ど
）

■
給
付
額

対
象
児
童
一
人
当
た
り
５
万
円

■
申
請
方
法

▽
対
象
児
童
①
の
保
護
者（
※
公
務
員
は

除
く
）
に
つ
い
て
は
、
プ
ッ
シ
ュ
型
に

よ
る
支
給
を
行
い
ま
す
の
で
、申
請
は

不
要
で
す
。ま
た
中
学
生
以
下
の
児
童

と
高
校
生
が
い
る
家
庭
の
場
合
、高
校

生
分
も
含
め
て
支
給
を
行
い
ま
す
。

▽
次
に
該
当
す
る
場
合
は
申
請
が
必
要

で
す
。申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の

　
上
、
令
和
３
年
９
月
30
日
時
点
で
住

民
票
の
あ
る
市
区
町
村
に
３
月
31
日

（
木
）ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。な

お
、申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
町
民
福
祉
課

窓
口
で
取
得
で
き
ま
す
。

【
申
請
が
必
要
な
支
給
対
象
者
】

▽
対
象
児
童
①
の
保
護
者
で
、
所
属
庁
か

ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
公
務
員

▽
対
象
児
童
②
及
び
③
の
保
護
者

▽
対
象
児
童
①
の
保
護
者（
※
公
務
員
は

除
く
）
だ
が
、
プ
ッ
シ
ュ
型
に
よ
る
支

給
が
な
か
っ
た
人

【
申
請
時
に
必
要
な
書
類
】

▽
申
請
者
名
義
の
通
帳
の
写
し

▽
申
請
者
と
配
偶
者
の
個
人
番
号
が
分

か
る
書
類

※
申
請
者
が
公
務
員
の
場
合

　
所
属
庁
か
ら
配
布
さ
れ
た「
児
童
手
当

10
月
分
支
払
通
知
書
」
ま
た
は
「
支
給

決
定
通
知
書
」

※
児
童
と
別
居（
児
童
が
町
外
に
在
住
）

し
て
い
る
場
合

　
児
童
の
属
す
る「
世
帯
全
員
分
の
住
民

票（
本
籍
・
続
柄
省
略
な
し
）」

※
配
偶
者
と
別
居（
配
偶
者
が
町
外
に
在

住
）し
て
い
る
場
合

　
配
偶
者
の
「
令
和
３
年
度
（
令
和
２
年

分
）所
得
課
税
証
明
書
」

※
令
和
３
年
１
月
１
日
時
点
に
お
い
て

平
泉
町
に
住
民
登
録
し
て
い
な
か
っ

た
場
合

　
申
請
者
と
配
偶
者
の
「
令
和
３
年
度

（
令
和
２
年
分
）所
得
課
税
証
明
書
」

■
支
給
方
法

　

対
象
児
童
①
の
保
護
者
（
※
公
務
員
は
除

く
）
に
つ
い
て
は
、
児
童
手
当
の
振
込
指
定
口

座
に
12
月
28
日
に
支
給
済
み
で
す
。
そ
の
他
の

人
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
が
提
出
さ
れ
次
第
審

査
を
行
い
、順
次
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
注
意
事
項

▽
指
定
口
座
を
解
約
な
ど
し
て
お
り
、
給

付
金
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
は
、
児
童
手
当
の
振
込
指

定
口
座
の
変
更
手
続
き
な
ど
を
お
願

い
し
ま
す
。
た
だ
し
新
規
振
込
指
定
口

座
は
、
児
童
手
当
受
給
者
本
人
の
口
座

に
限
り
ま
す
。

▽
指
定
口
座
へ
の
振
り
込
み
が
口
座
の

解
約
や
変
更
な
ど
に
よ
り
で
き
な
い

場
合
は
、
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
（
先
行
給
付
金
）
が
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
３
月
31
日
（
木
）
ま
で
に
必

ず
ご
対
応
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
福
祉
課　
　

察
46
―
５
５
６
２

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
（
先
行
給
付
金
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か

ら
、子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付（
先
行
給
付
金
）を
支
給
し
ま
す
。

「子育て世帯への臨時特別給付金」

に関する「振り込め詐欺」や「個人情

報の詐取」にご注意ください
　不審な電話がかかってきた場合にはすぐに町民

福祉課または最寄りの警察署にご連絡ください。

■問い合わせ先…一関警察署　察21-0110

　

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金
は
、
18
歳
以
下
の
児
童
１

人
に
つ
き
10
万
円
相
当
の
給
付

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
給
付
金
は
そ
の
う
ち

の
５
万
円
を
先
行
的
に
現
金
給

付
す
る
分
と
な
り
ま
す
。
残
り
の

５
万
円
分
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら

の
具
体
的
な
方
針
な
ど
決
定
後

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

残
り
の
給
付
に
つ
い
て

観光期の渋滞緩和
　町内の国道４号は、県の主要渋滞箇所に

指定されているため、既存の平泉前沢イン

ターチェンジや一関インターチェンジか

ら観光客の交通が転換分散され、渋滞の緩

和が期待されます。

町民の利便性向上
　町内から高速道路までのアクセス10分

圏人口が、平泉スマートインターチェンジ

整備前の58％から、整備後は約95％まで増

加することから、町民や事業所の利便性向

上が期待されています。

■スマートインターチェンジの整備効果

観光の利便性向上
　スマートインターチェンジを利用する

ことで、高速道路出入口から観光地までの

アクセス時間が短縮され、利便性の向上に

よる観光業などの活性化が期待されます。

物流の効率化による産業の活性化
　町の南部から高速道路へのアクセスが

向上したことで、町内企業の物流の効率化

や生産性の向上による事業活動の活性化

が図られるとともに、周辺地域には新たな

企業の立地も期待されます。

　町とＮＥＸＣＯ東日本北上管理事務所が祇園
地内で整備を進めてきた東北道の平泉スマート
インターチェンジが12月４日に開通しました。
　開通当日は、現地で来賓や関係者約40人が参
加して開通式典を執り行いました。式典で青木
町長は「スマートインターチェンジの開通に
よって、平泉の文化遺産へのアクセス向上や観
光期の渋滞緩和、物流の効率化、町民生活の利便
性向上などで当町のまちづくりに大きく貢献す
ることを期待する」とあいさつしました。
　事業経過報告に続き、スマートインターチェ
ンジの出入り口前で、テープカットとくす玉割
りを行い待望の完成を祝いました。

平泉スマートインターチェンジ駐車場
駐車台数…最大約1,100台　

　※うち東側の約500台分を常時開放

利用可能時間…24時間　※無料

平泉スマートインターチェンジ概要
■対応車種…ＥＴＣを搭載した全車種　　

■接続形式…本線直結集約

■利用形態…一旦停止型フルインター　　


